
明
末
、
内
憂
外
患
交
ご
も
至
る
時
に
、
為
政
者
の
無
能
と
、
政
治
の

腐
敗
は
、
そ
の
極
に
達
し
、
奄
党
と
東
林
党
の
確
執
抗
争
は
、
国
家

の
滅
亡
に
拍
車
を
加
え
た
。

黄
宗
毅
は
、
万
暦
三
十
八
年
（
一
六
一

0
)
に
生
れ
、
康
熙
三
十
四

年
（
一
六
九
五
）
八
十
六
歳
で
歿
し
た
、
明
の
滅
亡
（
一
六
四
四
）
を
、

そ
の
壮
年
期
に
挿
ん
で
、
波
瀾
を
極
め
た
十
七
世
紀
の
約
九
十
年
が

彼
の
時
代
に
あ
た
る
。

宗
義
は
、
浙
江
余
挑
の
人
、
字
は
太
沖
、
梨
洲
と
号
し
、
東
林
党

の
名
士
と
し
て
知
ら
れ
る
、
黄
尊
素
の
長
子
で
あ
る
。

尊
素
に
つ
い
て
は
、
銭
謙
益
の
山
東
道
監
察
御
史
贈
太
僕
寺
卿
黄

公
塞
誌
銘
（
注
一
）
に
詳
し
い
。

宗
義
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
、
必
要
な
最
低
限
を
、
三
時
期
に
分
っ
て
述
べ
た
い
。

第
一
期
、
宗
義
が
十
七
歳
の
時
、
父
尊
素
が
惨
殺
さ
れ
た
、
崇
禎

帝
が
即
位
し
、
魏
忠
賢
一
派
を
粛
清
し
た
時
、
彼
は
直
ち
に
上
京
し

黄

宗

義

の

文

学

観

て
、
父
の
寃
を
雪
い
だ
。

そ
の
後
、
父
の
遺
言
に
従
っ
て
、
郷
里
の
大
儒
で
あ
り
、
陽
明
学

の
正
統
を
以
て
任
ず
る
、
劉
宗
周
に
学
ぶ
と
共
に
、
明
末
詩
文
の
大

結
社
で
あ
る
復
社
に
加
わ
り
、
沈
寿
民
、
顧
呆
、
陳
・
冒
・
方
・
侯

の
四
公
子
等
と
交
っ
て
、
豪
奢
浮
艶
の
生
活
を
送
っ
た
。
南
都
防
乱

掲
を
以
て
、
翫
大
鍼
の
罪
を
嗚
ら
し
た
の
も
、
こ
の
時
で
あ
る
。
前

後
し
て
、
江
浩
・
張
岐
然
等
と
、
武
林
に
読
書
社
を
起
し
、
ま
た
、

彼
が
、
学
問
の
形
成
に
於
い
て
、
最
も
深
い
影
蓉
を
受
け
た
二
人
、

陸
符
、
万
泰
（
万
氏
兄
弟
の
父
）
に
兄
事
し
た
。

第
二
期
、
明
亡
び
、
南
京
に
弘
光
帝
が
即
位
す
る
と
、
馬
士
英
に

附
し
て
、
勢
を
得
た
院
大
鍼
は
、
前
年
の
報
復
を
謀
り
、
東
林
復
社

の
人
士
を
一
網
に
せ
ん
と
し
た
、
宗
義
は
辛
う
じ
て
免
れ
、
清
の
南

侵
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
機
は
去
っ
た
が
、
続
い
て
起
っ
た
江
南
一
帯

の
抗
清
運
動
の
渦
中
に
捲
き
こ
ま
れ
た
彼
は
、
浙
東
に
帰
る
や
、
同

志
を
糾
合
し
て
、
精
忠
営
と
号
す
る
義
師
を
具
し
て
、
魯
王
監
国
の

軍
に
従
っ
た
。
戦
い
利
あ
ら
ず
、
敗
れ
て
四
明
山
に
入
り
、
間
も
な

く
、
魯
王
が
舟
山
に
在
る
を
聞
い
て
、
之
に
赴
い
た
。
し
か
し
、
こ

福

本

雅
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の
抵
抗
も
、
熊
汝
課
、
銭
粛
楽
等
の
死
に
よ
っ
て
次
第
に
振
わ
ず
、

宗
義
も
、
難
の
母
に
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
、
遂
に
こ
こ
を
去
っ
た
。
そ

の
の
ち
、
明
朝
回
復
の
望
み
も
全
く
絶
え
た
の
で
、
母
を
奉
じ
て
故

郷
へ
帰
っ
た
。

第
三
期
、
五
十
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
漸
く
学
問
と
著
述
に
専
心
し
、

各
地
よ
り
、
そ
の
盛
名
を
聞
い
て
、
従
学
を
請
う
者
が
次
第
に
多
く

な
っ
た
、
賑
し
ば
徴
辟
さ
れ
た
が
、
み
な
辞
し
て
就
か
ず
、
明
の
遺

臣
と
し
て
の
節
を
全
う
し
た
。

彼
が
、
顧
炎
武
、
王
夫
之
と
共
に
、
三
大
儒
と
称
さ
れ
、
清
朝
考

証
学
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

人
た
ち
に
共
通
し
た
、
切
実
な
学
問
は
、
鼎
革
の
際
に
経
験
し
た
幾

多
の
賑
苦
の
中
に
、
鍛
え
ら
れ
、
そ
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

宗
義
は
、
そ
の
師
劉
宗
周
を
始
め
、
多
く
の
先
輩
知
己
が
、
・
国
難

に
殉
じ
た
に
も
拘
ら
ず
、
自
身
は
、
そ
の
生
を
保
ち
得
た
こ
と
に
つ

い
て
、
如
何
に
悔
悟
し
て
い
た
か
は
、

「
余
身
を
屈
し
て
母
を
養
い
、
箋
箋
と
し
て
自
か
ら
晋
の
処
士
に

附
す
、
未
だ
後
の
人
其
の
我
れ
を
許
す
や
否
や
を
知
ら
ざ
る
な

り
。
」
（
注
二
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
窺
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

宗
義
が
、
多
く
の
著
書
に
よ
っ
て
、
天
下
後
世
に
益
あ
る
贈
物
を

遺
し
た
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
の
み
が
、
幸
い
に
も
生
命
を
全
う

し
た
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
、
強
く
意
識
し
て
い
た

こ
と
に
よ
る
。

注
一
初
学
集
巻
五
十
贈
太
僕
寺
郷
黄
公
墓
誌
銘

注
二
南
雷
文
定
後
集
巻
二
兵
部
左
侍
郎
蒼
水
張
公
塞
誌
銘

宗
義
は
、
明
詩
を
三
つ
に
分
け
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
詩
は
凡
そ
三
変
せ
り
、
北
地
歴
下
の
唐
有
り
、
声
調
を
以
て
鼓

吹
を
為
す
、
公
安
覚
陵
の
唐
有
り
、
浅
率
幽
深
を
以
て
秘
笈
と
為

す
、
虞
山
の
唐
有
り
、
排
比
を
以
て
波
瀾
を
為
す
。
」
（
注
一
）

各
お
の
そ
の
特
長
を
説
き
、
ま
た
、

「
天
下
の
精
神
を
し
て
之
を
一
途
に
漿
め
ん
と
欲
す
、
是
れ
詐
偽

を
し
て
百
出
せ
し
め
、
止
だ
其
の
膚
受
を
留
む
る
の
み
。
」
（
注
二
）

と
続
け
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
の
欠
陥
が
、
排
他
的
な
劃
一
主
義
に
あ

っ
た
こ
と
を
看
破
し
、
自
己
の
真
情
に
忠
実
な
、
個
性
的
な
詩
こ
そ
、

尚
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。

明
末
、
堕
落
の
極
に
達
し
て
い
た
擬
古
派
の
詩
文
に
対
し
て
、
改

革
の
烙
火
を
あ
げ
た
の
は
、
公
安
の
三
衰
で
あ
る
、
次
い
で
、
幽
深

孤
哨
を
梱
榜
し
て
、
覚
陵
に
、
鍾
捏
・
諏
元
春
が
起
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
び
と
が
、
七
子
の
弊
風
を
改
め
た
功
績
は
、
文
学
史

上
に
も
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
更
に
堂
堂
の
論
陣
を
張
っ
て

之
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
常
熟
即
ち
虞
山
の
銭
謙
益
で

あ
っ
た
。

「
夫
れ
覚
陵
公
安
、
登
に
能
く
自
か
ら
別
に
家
を
為
さ
ん
や
、
覚

陵
は
王
孟
を
学
び
て
之
を
失
う
者
な
り
、
公
安
は
元
白
を
学
び
て

之
を
失
う
者
な
り
、
根
孤
に
し
て
枝
薄
し
、
流
注
の
害
に
過
ぎ
ざ

る
の
み
。
」
（
注
三
）

と
、
宗
競
が
説
く
如
く
、
擬
古
派
を
打
倒
し
た
も
の
の
、
自
ら
の
主

張
に
、
そ
れ
程
の
論
理
と
見
識
を
有
し
な
か
っ
た
公
安
党
陵
が
、
間
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も
な
く
、
自
壊
作
用
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
の
は
、
自
然
の
な
り
ゆ
き

で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
そ
の
博
学
と
能
文
を
以
て
、
明
末
の
詩
文
を
一
振
し
た

の
が
銭
謙
益
で
あ
る
、
彼
は
云
う
。

「
夫
れ
本
朝
文
無
き
に
非
ざ
る
な
り
、
詩
無
き
に
非
ざ
る
な
り
、

本
朝
自
か
ら
本
朝
の
文
有
り
、
今
其
の
漢
に
似
て
非
な
る
者
を
取

っ
て
本
朝
の
文
と
為
す
、
本
朝
自
か
ら
本
朝
の
詩
有
り
、
今
其
の

唐
に
似
て
非
な
る
者
を
取
っ
て
本
朝
の
詩
と
為
す
、
人
尽
く
其
の

心
思
を
蔽
錮
し
、
其
の
耳
目
を
廃
錦
す
、
唯
だ
謬
学
を
是
れ
師
と

し
、
前
人
に
在
っ
て
は
猶
お
漠
唐
の
衣
冠
に
倣
い
、
今
人
に
在
っ

て
は
遂
に
李
王
を
奉
じ
て
宗
祖
と
為
す
、
調
を
承
け
偽
を
踵
ぎ
、

底
止
を
知
る
莫
し
。
」
（
注
四
）

当
時
の
擬
古
派
の
附
和
雷
同
と
模
擬
剰
窟
と
を
、
非
難
し
た
後
、
ま

た
云
う
、

「
真
な
れ
ば
則
ち
朝
日
夕
月
、
偽
な
れ
ば
則
ち
朝
華
夕
横
な
り
、

真
な
る
は
則
ち
精
金
美
玉
、
偽
な
る
は
則
ち
瓦
礫
葉
土
な
り
。
」

（注五）

詩
文
の
真
偽
を
論
じ
て
淡
・
質
・
簡
•
平
・
変
の
五
要
素
が
、
適
度

の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
状
態
を
、
そ
の
理
想
と
考
え
た
。
ま
た

格
調
よ
り
も
内
容
を
主
と
せ
よ
、
と
い
う
有
詩
無
詩
の
論
を
立
て
、

王
世
貞
を
斥
け
て
、
帰
有
光
の
顕
彰
に
努
め
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

宗
義
は
、
父
子
二
代
に
亘
っ
て
、
銭
謙
益
と
親
し
く
、
思
旧
録
に

は、
「
余
数
し
ば
常
熟
に
至
る
、
初
め
払
水
山
荘
に
在
り
、
継
い
で
半

野
堂
絲
雲
楼
下
に
在
り
、
絲
雲
楼
の
蔵
書
、
余
の
見
ん
と
欲
す
る

所
の
者
有
ら
ざ
る
無
し
、
公
、
余
と
老
年
読
書
の
伴
侶
と
為
ら
ん

と
約
す
。
」
（
注
六
）

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
謙
益
と
接
す
る
ご
と
に
、
多

大
の
影
蓉
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
う
は
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

銭
謙
益
は
、
明
末
清
初
の
詩
文
壇
に
君
臨
す
る
こ
と
五
十
年
、
当

時
に
於
い
て
、
最
も
犬
き
い
発
言
力
と
影
蓉
力
を
も
っ
た
存
在
で
あ

っ
た
。
古
文
辞
派
が
有
力
な
中
心
と
結
束
を
欠
い
て
い
た
時
、
謙
益

の
議
論
は
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
も
提
起
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
彼
の
圧
勝
と

し
て
一
応
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
こ
の
時
、
謙
益
の
羽
翼
を
為
し
た

の
が
、
江
西
に
予
章
社
を
起
し
た
交
南
英
で
あ
る
。

宗
義
は
、
復
社
に
遊
ん
だ
頃
か
ら
、
南
英
に
対
す
る
関
心
は
極
め

て
大
き
く
、
若
年
の
詩
集
に
、
彼
の
序
を
冠
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら

も
、
或
る
時
期
、
南
英
に
も
相
当
の
傾
倒
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
れ
る
。
南
雷
集
中
、
謙
益
に
次
い
で
嬰
し
ば
言
及
さ
れ
る

の
は
、
南
英
で
あ
る
。

南
英
の
所
説
を
、
重
刻
羅
文
粛
公
集
序
に
よ
っ
て
窺
お
う
。

「
有
明
の
文
章
の
盛
ん
な
る
、
太
祖
の
朝
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
し

・
・
・
・
弘
治
の
世
、
邪
説
始
め
て
興
る
、
天
下
の
士
に
勧
め
て
、
唐

以
後
の
書
を
読
む
こ
と
無
か
ら
し
む
る
に
至
る
、
又
た
日
く
、
三

代
両
漢
の
書
に
非
ざ
れ
ば
読
ま
ず
、
蒻
心
盛
気
、
復
た
韓
欧
大
家

の
立
言
の
旨
を
考
え
ず
、
叉
た
持
す
る
所
既
に
狭
く
、
中
実
学
無

き
を
以
て
、
相
い
率
い
て
司
馬
遷
班
固
を
取
り
、
其
の
句
宇
を
摘

し
、
分
門
纂
類
し
、
因
っ
て
偲
お
附
和
す
、
太
倉
歴
下
の
両
生
、

北
地
の
説
を
持
し
て
又
た
之
に
過
ぐ
、
之
を
持
す
る
こ
と
愈
い
よ

堅
く
、
流
弊
愈
い
よ
広
し
、
後
生
相
い
習
い
て
愕
動
を
為
し
、
今
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に
至
る
も
未
だ
已
ま
ず
。
」
（
注
七
）

一
読
し
て
、
銭
謙
益
の
説
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

後
に
な
っ
て
、
銭
女
―
一
家
と
異
な
る
、
宗
義
自
身
の
色
彩
は
、
次

第
に
鮮
明
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
こ
の
二
者
に
対
す
る
彼
の
評

価
も
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

と
も
か
く
、
宗
義
が
、
銭
謙
益
一
派
の
議
論
を
基
礎
と
し
て
出
発
し

て
い
る
こ
と
は
後
に
も
触
れ
る
。
宗
義
が
、
後
世
に
遺
す
目
的
で
、

明
一
代
の
文
を
選
ん
だ
、
明
文
案
、
明
文
海
、
と
、
更
に
そ
れ
ら
の

精
粋
を
抽
い
た
と
称
せ
ら
れ
る
、
明
文
授
読
に
よ
っ
て
彼
の
明
文
学

に
対
す
る
評
価
と
共
に
、
彼
の
文
学
観
を
求
め
た
い
。

今
、
明
文
授
読
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
（
注
八
）
、
六
十
二
巻
に
収
め

る
作
家
凡
そ
三
百
、
篇
数
凡
そ
七
百
八
十
と
い
う
相
当
大
部
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
二
十
篇
以
上
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
方
孝

襦
、
銭
謙
益
の
二
十
四
篇
を
首
と
し
、
宋
派
二
十
一
、
唐
順
之
十
九
、

王
慎
中
十
七
、
王
守
仁
｀
帰
有
光
、
交
南
英
十
一
、
黄
尊
素
十
の
計

九
名
で
あ
る
。

こ
の
選
択
の
特
色
は
、
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

一
、
経
世
治
用
の
文
を
多
く
採
る
こ
と
、
方
宋
王
は
さ
て
お
き
、
宰

相
の
位
に
あ
っ
た
、
趙
貞
吉
、
張
居
正
、
沈
一
貫
等
と
、
東
林
党

の
趙
南
星
、
顧
憲
成
等
を
、
文
学
上
よ
り
も
寧
ろ
歴
史
上
の
顧
慮

よ
り
録
す
る
こ
と
0

.

二
、
郷
里
の
先
輩
、
知
己
を
多
く
収
め
る
こ
と
、
彼
の
父
尊
素
十
篇
、

弟
宗
会
二
篇
を
採
り
、
そ
の
師
劉
宗
周
、
間
浙
の
忠
臣
、
黄
道
周
、

保
元
僻
や
、
ま
た
知
友
陸
符
、
陳
確
、
沈
寿
民
に
も
可
成
り
の
ス

ペ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
。

三
、
自
己
と
傾
向
、
主
張
を
同
じ
く
す
る
、
帰
有
光
、
銭
謙
益
、
交

南
英
を
録
す
る
こ
と
の
多
い
の
に
比
し
．
擬
古
派
の
作
は
、
殆
ん

ど
黙
殺
し
て
い
る
こ
と
李
夢
陽
三
篇
、
王
世
貞
二
篇
、
李
攀
竜

一
篇
と
洵
に
蓼
蓼
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
気
付
く
の
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
詩
と
文
と
の
相

違
は
あ
れ
、
銭
謙
益
が
列
朝
詩
集
を
選
ぶ
に
用
い
た
規
準
と
、
全
く

同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

゜

謙
益
が
列
朝
詩
集
を
編
纂
し
た
動
機
は
、
元
好
問
の
中
州
集
に
倣

っ
て
、
明
詩
の
精
華
を
抜
く
と
共
に
、
詩
に
よ
っ
て
歴
史
を
補
い
、

忘
れ
ら
れ
、
ま
さ
に
埋
も
れ
ん
と
す
る
人
物
を
、
後
世
に
遺
さ
ん
と

す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
注
九
）
。
宗
義
は
、
謙
益
が
詩
に
於
い
て
果
し

た
役
割
を
、
文
に
於
い
て
継
い
だ
の
で
あ
る
。

宗
義
が
、
国
初
の
宋
派
、
方
孝
濡
に
続
い
て
、
楊
士
奇
、
李
東
陽

を
正
統
の
座
に
す
え
、
継
い
で
、
王
慎
中
、
唐
順
之
、
帰
有
光
に
揺

が
ぬ
評
価
を
与
え
た
の
は
、
概
ね
銭
交
二
家
の
所
説
を
承
け
て
お
り
、

「
大
復
習
気
最
も
寡
り
、
惜
し
い
か
な
、
未
だ
其
の
学
を
覚
え
ざ

る
や
。
」
（
注
十
）

と
、
前
後
七
子
の
う
ち
で
、
何
景
明
に
だ
け
は
、
例
外
的
な
好
意
を

寄
せ
て
い
る
の
も
、
謙
益
と
一
致
す
る
。
（
注
十
一
）

宗
競
が
、
そ
の
三
種
の
明
文
選
に
つ
い
て
、
公
正
な
選
択
に
努
め

た
こ
と
は
、
信
頼
し
得
る
と
思
う
が
、
次
の
事
実
も
附
記
し
て
、
彼

の
態
度
に
も
、
或
る
矛
盾
と
曖
昧
さ
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。そ

れ
は
、
陳
子
竜
と
交
南
英
に
対
す
る
、
彼
の
偏
っ
た
取
捨
で
あ
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る
。
陳
子
竜
は
、
宗
義
の
郷
里
に
近
い
紹
興
府
の
司
法
官
と
な
っ
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
折
、
彼
の
父
尊
素
の
碑
銘
を
撰
し
た
縁
な
ど
に

よ
っ
て
、
互
い
に
親
交
を
結
ん
だ
こ
と
こ
と
は
、
思
旧
録
に
も
見
え

る
が
、
当
時
有
名
な
話
柄
で
あ
っ
た
、
子
竜
と
南
英
の
論
争
に
つ
い

て
は
、「

海
内
の
文
章
家
、
千
子
を
右
と
せ
ざ
る
無
し
。
」
（
注
十
二
）

と
、
南
英
を
支
持
し
つ
つ
も
、
子
竜
に
対
し
て
は
、

「
臥
子
の
晩
年
、
亦
た
平
淡
に
趨
き
、
未
だ
必
ら
ず
し
も
千
子
の

及
ぶ
所
と
為
ら
ず
。
」
（
注
十
三
）

と
述
べ
て
、
寧
ろ
南
英
よ
り
も
、
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
明
文
授
読
に
於
い
て
は
、
南
英
の
十
一
篇
、

（
そ
の
中
に
は
、
子
竜
ら
幾
社
の
主
張
を
駁
し
て
書
か
れ
た
、
答
陳
人
中
論
文

書
、
答
夏
郵
仲
論
文
書
を
含
む
。
）
に
反
し
て
、
子
竜
の
文
は
一
篇
も
採

ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
南
英
の
推
挙
し
た
羅
氾
に
対
し
て
は
、
七
篇
の
多
く
を
録

す
る
等
、
こ
の
編
輯
に
つ
い
て
の
疑
問
も
少
く
な
い
。

し
か
し
、
授
読
に
附
さ
れ
た
批
評
や
、
明
文
案
序
上
下
そ
の
他
に

述
べ
ら
れ
た
、
宗
義
の
明
文
学
に
対
す
る
見
解
は
、
銭
謙
益
の
列
朝

詩
集
が
、
好
悪
の
感
情
に
累
わ
さ
れ
て
、
公
正
な
批
判
を
欠
い
て
い

る
場
合
が
少
く
な
い
の
に
反
し
て
、
現
在
か
ら
見
て
も
、
ほ
ぼ
完
全

な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
卓
見
と
妥
当
性
は
、

彼
が
文
学
評
論
に
関
し
て
も
、
一
流
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
は

っ
き
り
証
明
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
文
学
の
内
容
に
対
し
て
、
彼
が
最
も
価
値
を
認
め
た

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
明
文
案
序
上
に
於
い
て
、

「
今
古
の
情
尽
く
る
無
し
、
而
し
て
一
人
の
情
、
至
る
有
り
至
ら

ざ
る
有
り
、
凡
そ
情
の
至
る
者
、
其
の
文
未
だ
至
ら
ざ
る
者
有
ら

ざ
る
な
り
、
則
ち
天
地
の
間
、
街
談
巷
語
、
邪
許
呻
吟
、
一
と
し

て
文
に
非
ざ
る
無
く
、
而
し
て
遊
女
田
夫
、
波
臣
戌
客
、
一
と
し

て
文
人
に
非
ざ
る
無
き
な
り
。
」
（
注
十
四
）

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
宗
義
の
文
学
観
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
荀
し
く
も
真
情
よ
り
発
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
何
で
あ
れ
、
す
べ
て
文
で
あ
り
、
何
人
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
彼

等
は
文
人
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

銭
謙
益
は
、
文
は
気
を
以
て
主
と
為
す
、
と
い
う
曹
否
典
論
の
語

を
引
い
て
、
形
式
に
拘
泥
せ
ぬ
、
達
意
主
義
を
標
榜
し
た
の
で
あ
る

が
（
注
十
五
）
、
宗
毅
は
之
に
立
脚
し
つ
つ
、
更
に
、
情
の
真
に
至
る
、

を
強
調
す
る
。

「
情
な
る
者
は
、
以
て
金
石
を
貫
く
可
く
、
鬼
神
を
動
か
す
べ
し
＼

古
の
人
情
、
・
・
・
・
一
と
し
て
真
意
の
流
通
に
非
ざ
る
は
無
し
、
故

に
溢
言
曼
辞
の
以
て
章
句
に
入
る
無
く
、
詔
笑
柔
色
の
以
て
応
酬

に
資
す
る
無
し
。
」
（
注
十
六
）

と
言
う
如
く
、
あ
く
ま
で
真
情
の
発
露
を
尊
び
、
余
分
な
修
飾
、
無

用
な
表
現
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
至
情
と
い

う
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
文
学
に
対
す
る
彼
の
不
可
欠
な
、
最
低
の
要

求
で
あ
っ
て
、
当
然
次
の
こ
と
を
読
書
人
に
は
希
望
し
て
い
る
の
で

あ
る
。「

読
書
は
当
に
六
経
従
り
す
べ
し
、
而
し
て
後
に
史
漢
、
而
し
て
．

後
に
韓
欧
諸
大
家
、
浸
潅
す
る
こ
と
之
れ
久
う
す
、
是
に
由
っ
て

発
し
て
詩
文
を
為
ら
ば
、
始
め
て
正
路
為
り
、
是
を
合
て
て
せ
ば
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則
ち
芳
瞑
曲
径
な
り
。
」
（
注
十
七
）

真
の
詩
文
は
、
経
書
に
根
底
を
置
き
、
多
く
の
読
書
の
結
果
得
ら
れ

た
、
精
確
な
判
断
と
正
当
な
評
価
に
値
い
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、

「
蓋
し
多
く
読
書
す
れ
ば
、
則
ち
詩
は
エ
な
る
を
期
せ
ず
し
て
自

か
ら
エ
な
り
、
若
し
詩
を
学
ぶ
に
其
の
工
を
求
む
る
を
以
て
せ

ば
、
則
ち
必
ず
得
可
か
ら
ず
、
経
史
百
家
を
読
め
ば
、
則
ち
一
詩

を
見
ず
と
雖
も
、
詩
は
其
の
中
に
在
り
。
」
（
注
十
八
）

こ
れ
は
、
李
何
嘱
起
以
後
の
、
詩
壇
の
通
弊
で
あ
っ
た
、
無
学
な
詩

人
の
模
擬
剰
窟
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
学
の
も
た
ら
し
た
悲

喜
劇
は
、
枚
挙
に
暇
な
い
程
で
あ
る
が
、
宗
義
は
、
そ
の
元
凶
と
し

て
、
李
何
李
王
を
挙
げ
て
、

「
歴
下
太
倉
相
継
い
で
起
り
、
遂
に
天
下
の
詩
を
為
る
者
を
し

て
、
名
づ
け
て
唐
を
宗
と
為
さ
し
む
、
実
は
何
に
諦
し
李
に
郊
す

る
な
り
、
李
を
祖
と
し
王
を
宗
と
す
る
な
り
、
然
ら
ば
学
問
の
梢

や
原
本
あ
る
者
、
亦
た
之
を
厭
わ
ざ
る
は
莫
し
。
」
（
注
十
九
）

と
攻
撃
し
て
い
る
が
、
し
か
し
七
子
の
亜
流
に
流
し
て
は
、
一
段
と

厳
し
い
。

「
北
地
太
倉
を
攻
む
る
者
、
亦
た
曽
っ
て
北
地
太
倉
の
学
問
有
る

．
乎
、
寛
陵
公
安
を
攻
む
る
者
、
亦
た
曽
っ
て
覚
陵
公
安
の
オ
情
有

る
乎
。
」
（
注
二
十
）

唐
以
後
の
書
は
読
ま
ず
、
故
事
も
用
い
な
い
と
い
う
の
が
、
擬
古
派

の
主
張
の
重
要
な
―
つ
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
代
の
藉
り
も
の
で
あ
っ

た
、
彼
等
の
発
想
や
表
現
は
、
必
然
的
に
現
実
性
に
乏
し
く
、
切
実

性
に
も
欠
け
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
亜
流
に
至
っ
て
は
、

如
何
に
唾
棄
す
べ
き
愚
劣
さ
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
言
う

を
侯
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

古
来
、
中
国
に
於
い
て
は
、
価
値
の
混
乱
が
起
る
と
、
常
に
経
書

に
た
ち
か
え
っ
て
、
道
徳
や
文
化
の
根
源
を
、
再
び
之
よ
り
演
繹
し

よ
う
と
す
る
努
力
が
、
繰
返
し
な
さ
れ
て
き
た
。
前
後
七
子
が
、
偏

狭
な
教
養
と
読
書
を
以
て
詩
文
を
墾
断
す
る
や
、
ま
ず
銭
謙
益
が
、

博
大
な
学
識
を
以
て
、
彼
等
の
無
学
を
痛
撃
し
、
次
い
で
宗
義
が
、

経
書
に
依
拠
せ
る
正
統
論
を
以
て
、
彼
等
を
完
全
に
粉
砕
し
去
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
宗
義
は
、
厳
し
い
儒
教
の
伝
統
を
再
認
識
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
明
末
文
化
の
頬
唐
を
救
わ
ん
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度

は
、
詩
文
に
一
種
の
遊
戯
や
開
放
を
期
待
し
て
い
る
人
た
ち
と
、
明

か
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

宗
義
は
、
銭
謙
益
に
対
す
る
批
判
に
於
い
て
、
こ
れ
に
触
れ
つ
つ
、

彼
の
欠
点
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
闊
大
な
る
こ
と
震
川
に
過
ぐ
る
も
、
情
に
入
る
能
わ
ざ
る
一
な

り
、
六
経
の
語
を
用
い
て
、
経
を
窮
む
る
能
わ
ざ
る
、
二
な
り
、

喜
ん
で
鬼
神
方
外
を
談
じ
、
事
実
に
非
ざ
る
、
三
な
り
、
用
う
る

所
の
詞
華
、
毎
毎
重
出
し
、
華
を
謝
し
秀
を
啓
く
能
わ
ざ
る
、
四

な
り
。
」
（
注
二
十
一
）

ま
た
、
交
南
英
に
対
し
て
は
、

「
交
千
子
雅
に
震
川
を
慕
う
、
是
に
於
い
て
其
の
文
を
取
り
、
之

を
規
し
之
を
矩
す
、
昔
の
王
李
を
慕
倣
せ
る
者
を
以
て
、
震
川
を

拳
倣
す
、
蓋
し
千
子
の
経
術
に
於
け
る
甚
だ
疎
な
り
、
其
の
所
謂

経
術
は
、
蒙
存
浅
達
、
乃
ち
挙
子
の
経
術
に
し
て
、
学
者
の
経
術

- 54 -



に
非
ざ
る
な
り
。
」
（
注
二
十
二
）

「
欧
陽
を
華
倣
す
る
も
、
其
の
生
呑
活
剥
、
亦
た
猶
お
史
漢
を
華

倣
す
る
の
習
気
な
り
、
其
の
理
学
に
子
け
る
、
未
だ
嘗
っ
て
深
湛

の
思
有
ら
ず
、
而
し
て
時
文
の
見
解
を
墨
守
し
、
先
儒
を
批
駁
し
、

後
生
小
子
を
引
く
、
不
学
に
し
て
狂
妄
、
其
の
罪
や
大
な
り
。
」

（
注
二
十
三
）

「
千
子
、
時
文
を
以
て
不
朽
の
具
と
為
し
、
震
い
て
之
を
衿
る
、

有
識
者
の
笑
う
所
と
為
る
」
（
注
二
十
四
）

列
挙
し
た
多
く
の
批
判
は
、
そ
れ
ら
が
、
自
己
の
陣
営
に
属
す
る
両

将
に
放
た
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
宗
義
自
身
の
深
い
考
察
と
、

苦
い
反
省
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、

宗
義
も
、
後
人
全
祖
望
よ
り
、

「
先
生
余
議
を
免
れ
ざ
る
者
二
有
り
、
其
の
一
は
則
ち
党
人
の
習

気
未
だ
尽
き
ず
、
蓋
し
少
年
即
い
て
社
会
に
入
り
、
門
戸
の
見
、

深
く
入
り
て
梓
か
に
去
る
可
か
ら
ず
、
其
の
二
は
則
ち
文
人
の
習

気
未
だ
尽
き
ず
、
正
誼
明
道
の
余
技
を
以
て
、
猶
お
留
め
て
枝
葉

有
り
。
」
（
注
二
十
五
）

と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
蓋
し
、
宗
義
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
顧
炎
武
と
共
に
、
彼
ほ
ど
意
識
し
て
党
人
文
人

の
習
気
を
排
し
よ
う
と
努
め
た
者
は
、
殆
ん
ど
な
か
っ
た
筈
で
あ
る

か
ら
。

注
一
南
雷
文
定
後
集
巻
一
、
断
熊
封
詩
序

注
二
同
右

注
三
南
雷
文
定
後
集
巻
一
、
寒
郁
詩
稿
序

注
四
初
学
集
巻
七
十
九
、
答
唐
訓
導
汝
詞
論
文
書

注
五
有
学
集
巻
三
十
九
、
復
李
叔
則
書

注
六
思
旧
録
、
銭
謙
益

注
七
天
傭
子
全
集
巻
四
羅
文
粛
序

注
八
私
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
明
文
授
読
に
過
ぎ
な
い
、
明
文
海

に
つ
い
て
は
、
目
録
に
よ
っ
て
、
全
体
の
体
裁
を
想
像
す
る
以
外
に
な

か
っ
た
。
四
庫
全
書
総
目
提
要
に
は
、
明
文
海
四
百
八
十
二
巻
、
分
類

殊
に
繁
砕
を
為
す
、
又
頗
る
錯
互
倫
せ
ず
、
編
次
鞣
雑
、
後
人
の
磯
る

所
と
為
る
、
と
評
し
た
の
ち
、
閻
若
瑣
の
潜
丘
剤
記
を
引
い
て
、
恐
ら

く
は
、
宗
蹄
の
子
黄
百
家
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い

る
。
明
文
案
二
百
十
七
巻
に
つ
い
て
は
、
謝
国
禎
の
梨
洲
学
譜
に
よ
れ

ば
、
北
京
図
書
館
蔵
紗
本
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
明
文
授
読

—
即
ち
そ
の
子
百
家
に
、
明
文
の
精
華
に
通
暁
さ
せ
る
期
待
の
も
と

に
名
づ
け
ら
れ
た
|
|
＇
も
、
本
文
で
論
ず
る
よ
う
な
矛
盾
や
欠
陥
が
多

い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
一
一
一
種
の
明
文
選
を
、
明
儒
学
案
と
比
較
し
た

時
、
著
し
い
遜
色
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

注
九
銭
謙
益
が
中
州
集
に
倣
つ
て
列
朝
詩
集
を
撰
し
た
こ
と
は
、
南
雷
文

案
巻
一
、
挑
江
逸
詩
序
の
中
に
見
え
る
。

注
十
南
雷
文
案
巻
一
、
明
文
案
序
下
、
宗
蕨
の
明
文
学
に
対
す
る
見
解
は

明
文
案
序
上
下
に
詳
し
い
。

注
十
一
列
朝
詩
集
丙
集
、
何
副
使
景
明

注
十
二
思
旧
録
、
陳
子
竜

注
十
三
同
右

注
十
四
南
雷
文
案
巻
一
、
明
文
案
序
上

注
十
五
有
学
集
巻
十
九
、
周
孝
逸
文
藁
序

注
十
六
南
雷
文
案
巻
二
、
黄
李
先
詩
序

注
十
七
南
雷
文
案
巻
七
、
高
旦
中
塞
誌
銘
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注
十
八
南
雷
詩
暦
題
辞

注
十
九
南
雷
文
定
後
集
巻
一
、
姜
山
啓
彰
山
詩
稲
序

注
二
十
南
雷
文
定
三
集
巻
一
、
箔
道
原
詩
序

注
二
十
一
思
旧
録
、
銭
謙
益

注
二
十
二
南
雷
文
定
三
集
巻
一
、
鄭
高
梅
刻
稲
序

注
二
十
三
明
文
授
読
巻
七
、
丈
南
英
論
宋
諦
袷
附
記

注
二
十
四
南
雷
文
案
外
集
、
仇
公
路
先
生
八
十
寿
序

注
二
十
五
詰
埼
亭
集
外
編
巻
四
十
四
、
答
諸
生
南
雷
学
術
帖
子

彼
の
最
も
排
撃
し
た
の
は
、

文
筆
生
活
を
営

黄
宗
義
は
、
明
夷
待
訪
録
に
、

「
時
人
の
文
集
、
古
文
は
師
法
有
る
に
非
ず
、
語
録
は
心
得
あ
る

に
非
ず
、
奏
議
は
実
用
に
稗
無
く
、
序
事
は
史
学
を
補
う
者
無
き

は
、
伝
刻
を
許
さ
ず
、
其
の
時
文
小
説
詞
曲
応
酬
代
筆
、
已
に
刻

せ
る
者
は
皆
な
板
を
追
い
て
之
を
焼
く
、
士
子
場
屋
の
文
を
選

し
及
び
私
か
に
義
策
を
試
み
、
坊
市
を
盤
惑
す
る
者
は
、
弟
子
員

は
鄭
革
し
、
見
任
官
は
落
職
し
、
致
仕
官
は
告
身
を
奪
う
。
」
（
注
一
）

と
、
学
は
す
べ
て
経
世
に
用
あ
る
べ
き
を
説
き
、
之
を
犯
す
者
に
は

厳
罰
を
以
て
臨
む
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
無
用
無
益
な
も
の
に
対
す
る
極
端
な
憎

悪
は
、
文
学
の
内
容
に
於
け
る
、
遊
戯
的
な
要
素
を
認
め
な
い
ば
か

り
で
な
く
、
或
る
種
の
文
、
即
ち
右
に
挙
げ
た
、
時
文
・
小
説
・
詞

曲
・
応
酬
・
代
筆
等
に
は
、
一
切
執
筆
を
拒
絶
す
る
と
い
う
態
度
を

彼
に
要
求
し
た
。

こ
れ
ら
の
中
で
も
、

む
者
に
と
っ
て
、
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
る
、
応
酬
の
文
字
で
あ

る。
施
恭
人
六
十
序
に
云
う
。

「
近
日
古
文
の
道
熔
み
ぬ
、
而
し
て
応
酬
の
免
る
能
わ
ざ
る
所
の

者
、
大
築
三
有
り
、
則
ち
皆
な
序
な
り
、
其
の
一
は
陸
遷
の
賀
序
、

其
の
一
は
時
文
の
序
、
其
の
一
は
寿
序
、
蓋
し
今
の
古
文
を
為
る

と
号
す
る
者
、
未
だ
序
よ
り
多
き
は
有
ら
ざ
る
な
り
、
序
の
多
き

亦
た
未
だ
寿
序
よ
り
多
き
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
」
（
注
二
）

叉
、
張
母
李
夫
人
六
十
寿
序
に
云
う
。

「
応
酬
の
文
、
文
を
知
る
者
の
為
さ
ざ
る
所
な
り
、
頌
祷
の
詞
は

此
れ
応
酬
の
尤
な
る
者
な
り
、
然
れ
ど
も
震
川
の
寿
序
に
於
け

る
、
之
を
外
集
に
置
く
と
雖
も
、
而
も
党
に
廃
す
る
能
わ
ざ
る
者

は
何
ぞ
や
。
」
（
注
―
―
-
）

彼
自
身
、
未
だ
一
篇
の
応
酬
の
文
を
作
ら
ず
、
と
断
言
す
る
の
で
あ

る
が
、
た
だ
共
学
の
友
人
に
限
り
、
交
情
を
序
し
、
学
術
を
論
ず
る

目
的
に
於
い
て
の
み
、
卿
か
筆
を
執
っ
た
と
弁
じ
て
い
る
。
（
注
四
）

事
実
、
彼
の
集
中
、
寿
序
の
占
め
る
割
合
は
非
常
に
小
さ
く
、
全

篇
三
百
三
十
余
に
対
し
て
、
僅
か
に
十
九
、

6
鈴
に
も
満
た
な
い
、

寿
序
に
対
し
て
、
或
る
見
識
を
示
し
た
帰
有
光
も
、
明
末
の
大
筆
銭

謙
益
も
、
共
に
百
篇
に
近
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
彼
の
信
念
は
、

実
践
さ
れ
た
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

寿
序
は
、
元
来
、
た
だ
美
辞
を
つ
ら
ね
て
、
人
の
長
寿
を
祝
す
る

だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
宗
義
は
、
我
が
寿
序
は
●
今
の
応
ず
る
所

の
徴
啓
文
詞
と
類
せ
ず
（
注
五
）
、
と
自
ら
高
言
す
る
如
く
、
所
謂
寿

序
と
は
、
全
く
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
某
母
の
寿
序
と
称
す
る
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も
の
三
篇
も
、
そ
の
某
母
に
関
す
る
記
述
は
、
最
後
に
僅
か
数
行
を

費
す
の
み
で
、
他
の
大
部
分
に
は
、
熱
烈
に
寿
序
の
不
可
を
言
い
、

学
と
文
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
主
張
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
依
頼
さ
れ
る
応

酬
文
ば
か
り
で
な
く
、
贈
ら
れ
る
も
の
を
も
拒
絶
す
る
こ
と
が
、
彼

，
に
と
っ
て
当
然
必
要
で
あ
ろ
う
。
宗
義
が
六
十
歳
に
達
し
て
、
友
人

た
ち
よ
り
祝
さ
れ
ん
と
し
た
時
、
愕
然
た
る
に
勝
え
ず
、
と
つ
ぶ
や

き
つ
つ
、
辞
祝
年
（
注
六
）
と
い
う
一
文
を
草
し
て
、
自
ら
の
志
を
示

し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
義
は
、
殆
ん
ど
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き

た
既
成
事
実
や
、
旧
来
の
習
俗
に
対
し
て
、
頑
強
に
自
己
の
主
張
を

貫
こ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
態
度
は
、
そ
れ
が
文
学

の
内
容
に
向
け
ら
れ
た
際
、
明
末
清
初
に
あ
っ
て
‘
―
つ
の
新
し
い
、

し
か
も
非
常
に
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。

そ
れ
は
、
事
物
に
対
す
る
客
観
的
な
批
判
と
、
人
間
と
そ
の
行
為

に
対
す
る
価
値
判
断
を
、
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
例
え
ば
、
単
に
奇
異
な
事
象
、
或
は
奇
矯
な
行
為
は
、
そ
の
奇
異

さ
、
奇
矯
さ
に
よ
っ
て
、
価
値
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
絶
対
に
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
文
管
見
に
、

「
作
文
は
架
子
を
倒
却
す
可
か
ら
ず
。
」
（
注
七
）

の
一
条
を
挙
げ
、
王
世
貞
が
、
刻
工
章
質
の
誌
に
、
単
な
る
職
人
を

唐
寅
や
文
徴
明
と
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
の
を
、
非
難
し
て
い
る
。

ま
た
、
．
南
雷
集
中
に
、
張
南
垣
と
柳
敬
亭
の
二
伝
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
呉
偉
業
の
同
名
の
伝
を
、
自
己
の
識
見
を
以
て
書
き
換
え
た

も
の
で
あ
る
。

柳

敬

亭

伝

の

祓

に

云

う

。

．

「
偶
た
ま
梅
村
集
中
に
張
南
垣
、
柳
敬
亭
二
伝
を
見
る
、
張
は
其

の
芸
に
し
て
道
に
合
す
る
を
言
い
、
柳
は
其
の
寧
南
の
軍
事
に
参

ず
る
を
言
い
て
、
之
を
魯
仲
連
の
排
難
解
紛
に
比
す
、
此
等
の
処

皆
な
軽
重
を
失
う
、
是
れ
文
章
家
の
架
子
を
倒
却
す
る
な
り
、
余

因
っ
て
二
伝
を
改
む
、
其
の
人
本
と
瑣
瑣
と
し
て
道
う
に
足
ら
ず
、

後
生
を
し
て
文
章
の
体
式
を
知
ら
し
め
ん
の
み
。
」
（
注
八
）

宗
義
も
偉
業
も
、
同
じ
く
復
社
に
属
し
て
い
た
が
、
偉
業
が
、
王
世

貞
を
生
ん
だ
太
倉
の
出
身
で
、
陳
子
竜
等
、
七
子
の
流
れ
を
く
む
人

た
ち
に
繋
が
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
宗
義
は
、
銭
謙
益
、
交
南
英
一

派
の
主
張
に
共
嗚
し
て
い
た
関
係
上
、
文
学
に
対
す
る
見
解
の
相
違

は
、
避
け
難
い
と
し
て
も
、
当
時
、
江
左
に
銭
呉
と
併
称
さ
れ
て
い

た
詩
文
の
大
家
を
、
い
さ
さ
か
の
侮
蔑
と
共
に
、
論
駁
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

銭
謙
益
が
病
床
に
あ
っ
た
時
、
依
頼
文
の
代
草
を
、
ニ
―
―
一
の
人
に

托
し
た
が
、
み
な
意
に
満
た
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
宗
義
の
文
を
得
て

忽
ち
大
い
に
喜
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
や
、
若
年
の
頃
、
文
震
孟
に
、

後
日
古
文
を
以
て
、
一
世
に
鳴
る
で
あ
ろ
う
と
哩
賞
さ
れ
た
こ
と
な

ど
が
、
思
旧
録
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
自
讃
で
は
な
い
。
古

文
家
と
し
て
の
黄
宗
義
は
、
今
少
し
、
注
目
と
評
価
を
与
え
ら
れ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
ら
ぬ
事
柄
を
、
興
味
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
作
り
上
げ
る
こ

と
は
、
文
学
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
且
つ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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奔
放
な
空
想
、
或
は
華
美
な
幻
想
の
世
界
へ
と
我
々
を
導
き
、
文
学

自
体
も
、
豊
か
な
可
能
性
を
常
に
保
ち
得
る
の
で
あ
る
が
、
宗
義
は

こ
の
よ
う
な
飛
躍
を
一
切
認
め
な
か
っ
た
、
大
部
な
彼
の
集
中
に
録

さ
れ
た
事
実
と
人
間
は
、
悉
く
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在

の
価
値
を
要
求
し
得
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
単
な
る
特
殊
性
や
偶
然
性
に
よ
っ
て
、
価
値

づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
庭
師
の
技
術
が
、
講
釈
師
の
行
為
が
、

そ
の
特
殊
性
や
偶
然
性
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、

と
彼
は
断
言
す
る
。

他
人
の
文
に
つ
い
て
と
同
様
、
自
己
の
作
に
つ
い
て
も
厳
格
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
た
宗
義
は
、
清
朝
の
忌
諦
を
避
け
る
目
的

以
外
に
も
、
膜
し
ば
改
定
の
筆
を
費
し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、

明
文
案
自
序
を
二
篇
草
し
、
劉
宗
周
の
同
門
の
弟
子
で
あ
っ
た
、
著

明
な
理
学
者
、
陳
確
（
乾
初
）
の
墓
誌
に
於
い
て
、
実
に
四
度
ま
で
も

稿
を
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
義
が
、
陳
確
の
死
後
、

そ
の
遣
著
を
精
読
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
都
度
、
故
人
に
対
す
る
自

己
の
評
価
を
変
え
て
い
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
の
で
、
哲
学
上
で
は

宗
義
の
思
想
の
変
遷
を
知
る
、
興
味
あ
る
手
掛
り
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
と
に
か
く
、
彼
が
自
己
の
思
想
に
忠
実
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
表
現

に
も
心
力
を
砕
い
た
こ
と
は
、
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
も
知
り
得
る
で

あ
ろ
う
。

注

一

明

夷

待

訪

録

学

校

注
二
南
雷
文
案
外
巻
施
恭
人
六
十
寿
序

注
三
南
雷
文
案
外
巻
張
母
李
夫
人
六
十
寿
序

注

四

同

右

四

注

五

同

右

注
六
南
雷
文
案
巻
一
―
-

注
七
南
雷
文
定
巻
一

l

-

注
八
南
雷
文
定
巻
十

亭
林
の
経
学
、
梨
洲
の
史
学
と
併
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
黄
宗

義
は
、
そ
の
該
博
な
学
問
の
中
で
も
、
史
学
の
分
野
に
於
い
て
、
貢

献
す
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
。

彼
の
主
著
の
一
っ
で
あ
る
明
儒
学
案
は
、
完
整
な
分
類
と
精
緻
な

論
拠
と
を
有
す
る
、
明
代
哲
学
史
で
あ
り
、
行
朝
録
、
汰
存
録
、
海

外
慟
哭
記
等
に
も
、
彼
の
史
学
者
と
し
て
の
見
識
を
示
し
た
部
分
は

頗
る
多
い
。

父
尊
素
が
逮
捕
さ
れ
る
時
、
「
史
事
を
通
知
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
」
、
と

宗
毅
を
戒
め
た
事
は
、
全
祖
望
の
梨
洲
先
生
神
道
碑
文
（
注
一
）
に
見

え
る
が
、
そ
の
後
遺
訓
に
違
っ
た
彼
は
、
二
十
一
史
、
明
十
三
朝
実

録
よ
り
、
稗
史
野
乗
に
至
る
ま
で
熟
読
し
、
古
今
の
史
実
に
精
通
し

た
と
い
わ
れ
る
。

彼
の
歴
史
に
対
す
る
知
識
は
、
博
大
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
卓

見
に
富
み
、
極
め
て
実
証
的
で
、
厳
密
な
方
法
論
に
基
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
質
が
、
彼
の

文
集
の
諸
作
に
、
ど
の
よ
う
に
影
善
し
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
齋
し

て
い
る
か
に
就
い
て
も
、
併
せ
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

万
暦
以
後
、
国
家
の
多
事
を
反
映
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
立
場
か
ら

辞
祝
年
書

論
文
管
見

柳
敬
亭
伝
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且
つ
そ
の
前

賂
し
い
数
の
野
史
が
著
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
、
真
偽

虚
実
を
混
滑
し
て
、
史
料
価
値
の
判
断
に
困
し
む
も
の
も
少
く
な

い
。
宗
義
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
一
―
確
証
を
挙
げ
、
注
意
深
い

帰
納
法
に
よ
っ
て
、
能
う
限
り
階
級
や
党
派
の
利
害
に
拘
わ
ら
な
い

公
正
な
判
断
と
価
値
を
与
え
よ
う
と
企
て
た
。

「
桑
海
の
交
、
紀
事
の
書
雑
出
す
、
或
い
は
伝
聞
の
誤
り
、
或
い

は
愛
憎
の
口
、
多
く
は
事
実
に
非
ず
。
」
（
注
二
）

と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
過
誤
を
正
す
こ
と
が
、
後
世
に
対
す
る
史
家
の

責
務
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
幾
社
の
領
袖
で
あ
り
、
殉
難
の
忠

臣
と
し
て
名
高
い
、
夏
允
飾
の
幸
存
録
に
就
い
て
、

「
縁
仲
の
人
品
、
将
に
千
秋
に
存
せ
ん
と
す
、
並
び
に
此
の
録
を

存
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
珀
を
為
す
こ
と
大
な
り
、
之
を
不
幸
存
録

と
謂
う
も
可
な
り
、
晩
進
本
末
を
知
ら
ず
、
向
背
に
迷
う
、
余
故

に
其
の
―
二
を
摘
し
て
之
を
弁
ず
、
舞
仲
を
愛
す
る
所
以
の
み
。
」

（注――-）

と
言
う
如
く
、
当
時
の
人
士
の
間
に
於
い
て
、
是
非
を
顕
倒
し
た
議

論
の
多
い
こ
と
を
憂
え
て
、
彼
は
、
こ
れ
を
警
告
す
る
言
葉
を
、
文

集
の
処
々
に
記
し
て
い
る
。

松
槃
姜
公
墓
誌
銘
に
、
銘
を
乞
う
た
姜
思
簡
に
与
う
る
書
が
附
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
事
実
の
誤
り
や
、
年
代
の
食
い
ち
が
い

を
、
一
―
史
実
に
照
ら
し
て
訂
正
し
た
の
ち
に
、

「
凡
そ
碑
板
の
文
、
最
も
真
実
を
重
ん
ず
、
而
し
て
無
識
の
者
、

昧
然
と
し
て
之
を
為
す
、
此
れ
奔
州
が
二
史
孜
の
、
其
の
糾
謬
に

勝
え
ざ
る
所
以
な
り
。
」
（
注
四
）

と
俗
史
の
信
憑
性
の
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

文
に
於
い
て
、
曲
げ
ら
れ
た
事
実
や
、
誇
大
な
形
容
は
、
全
て
之
を

抹
却
す
る
こ
と
を
、
墓
誌
の
依
頼
者
に
厳
し
く
宣
言
し
て
い
る
。

南
雷
集
中
の
伝
状
及
び
碑
誌
類
に
於
い
て
、
彼
は
、
そ
の
人
自
身

の
行
為
、
若
し
く
は
メ
リ
ッ
ト
を
誌
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連

あ
る
史
的
事
実
を
裏
付
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
そ
う
、
そ

の
人
物
像
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
浮
彫
さ
せ
、
そ
の
果
し
た
役
割
の
程

度
や
、
歴
史
的
意
義
を
、
自
然
に
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
試
み
て

い
る
。
例
え
ば
、
劉
宗
周
、
章
正
霰
、
徐
石
麒
、
熊
汝
諜
、
銭
粛
楽
、

張
煽
言
等
の
行
状
墓
誌
を
読
む
者
は
、
明
末
政
界
の
葛
藤
や
、
南
明

諸
政
権
の
消
長
を
ほ
ぼ
理
解
し
得
よ
う
。

そ
れ
故
、
宗
義
の
文
章
の
総
て
は
、
後
世
に
遺
す
に
値
い
す
る
、

と
彼
自
身
が
判
断
し
た
時
に
の
み
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の

多
く
の
文
士
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
生
活
の
た
め
に
書
か
れ
た

も
の
は
一
篇
も
な
い
、
と
彼
は
公
言
し
て
憚
か
ら
な
い
。

又
、
瑣
細
な
事
実
ま
で
も
忠
実
に
採
録
し
、
干
支
を
正
確
に
、
且

つ
煩
瑣
な
ま
で
に
記
載
し
て
、
史
実
が
相
い
補
捉
し
、
相
い
参
照
す

る
よ
う
に
工
夫
し
た
跡
が
、
文
集
中
に
さ
え
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

干
支
並
び
に
年
月
を
刻
明
に
附
す
の
は
、
彼
の
文
章
に
特
徴
的
で

あ
っ
て
、
陳
斉
莫
伝
（
注
五
）
に
は
、
そ
れ
ら
を
記
す
こ
と
実
に
五
十

余
、
彼
が
記
録
の
真
実
性
に
対
し
て
払
っ
た
用
意
の
、
慎
重
周
到
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
叉
、
宗

義
が
、
郷
土
の
人
物
を
顕
彰
す
る
の
に
努
力
を
傾
注
し
た
こ
と
は
、

彼
の
著
し
い
功
績
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

「
桑
海
の
交
、
士
の
慕
義
強
仁
な
る
者
、
一
往
し
て
顧
り
み
ず
、

其
の
姓
名
の
隠
顕
、
以
て
後
人
の
援
拾
を
侯
つ
、
然
れ
ど
も
涙
滅
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す
る
者
多
し
、
此
れ
志
士
の
痛
む
所
な
り
。
」
（
注
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
弐
臣
と
な
る
を
肯
ぜ
ず
国
に
殉
じ
た
忠
臣
、
兜
髪

令
に
抗
し
て
殺
さ
れ
た
烈
士
、
清
朝
の
支
配
を
逃
れ
て
身
を
全
う
し

た
逸
民
等
の
事
蹟
を
、
及
ぶ
限
り
収
録
し
よ
う
と
し
た
。
事
実
、
間

浙
の
人
物
中
、
彼
の
網
羅
に
洩
れ
た
者
は
、
殆
ん
ど
認
め
得
ぬ
で
あ

ろ
う
。そ

の
う
え
、
彼
が
そ
の
記
録
に
留
め
た
、
人
物
並
び
に
事
蹟
は
、

従
来
の
正
史
に
採
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
朝
廷
と
支
配
階
級
を
中
心

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

「
余
叙
事
の
文
多
し
、
嘗
っ
て
挑
牧
庵
、
元
明
善
の
集
を
読
む
、

宋
元
の
興
廃
、
史
書
の
未
だ
詳
ら
か
に
せ
ざ
所
の
者
有
り
、
此
に

於
い
て
考
見
す
可
し
、
然
れ
ど
も
牧
廂
、
明
善
、
皆
な
廊
廟
に
在

り
、
載
す
る
所
戦
功
多
し
、
余
は
草
野
の
窮
民
に
し
て
、
名
公
鉦

卿
の
事
は
以
っ
て
之
を
述
ぶ
る
を
得
ず
、
載
す
る
所
亡
国
の
大
夫

多
し
、
地
位
の
同
じ
か
ら
ざ
る
耳
、
其
の
史
氏
の
欠
文
に
碑
あ
る

は
一
な
り
。
」
（
注
七
）

と
自
ら
述
べ
る
如
く
、
同
時
代
の
事
実
と
文
献
に
、
よ
り
多
く
注
目

す
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
す
る
9

最
後
に
も
う
一
っ
附
け
加
え
た
い
、
そ
れ
は
、
宗
義
が
、
従
来
単

な
る
文
学
作
品
と
し
て
は
見
ら
れ
て
い
た
詩
文
集
を
歴
史
の
素
材
と

し
て
高
く
評
価
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
陸
石
渓
先
生
文
集
序
に

言
う
。「

余
の
明
文
を
選
ぶ
千
家
に
近
し
、
其
の
間
多
く
実
録
と
異
同
あ

り
、
蓋
し
実
録
は
隠
避
す
る
所
有
り
、
偏
党
す
る
所
有
り
、
文
集

是
れ
無
き
也
、
実
録
は
止
だ
章
奏
起
居
注
に
拠
っ
て
之
を
節
略

五

す
、
一
人
一
事
の
本
末
、
詳
か
か
に
す
る
能
は
ざ
る
也
。
」
（
注
八
）

史
官
に
よ
る
、
或
は
史
家
に
よ
る
歴
史
の
み
が
真
実
を
伝
え
る
と
は

限
ら
な
い
、
多
く
の
逆
の
場
合
が
常
に
存
在
す
る
時
、
こ
の
詩
文
集

を
利
用
す
る
と
い
う
方
法
は
、
非
常
に
豊
か
な
収
獲
を
獅
す
で
あ
ろ

う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
宗
毅
が
、
彼
の
文
集
を
、
明
末
清
初
の
精
細

な
史
料
と
し
て
、
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
叙
述
の
態
度
よ
り

容
易
に
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
黄
宗
競
の
こ
の
よ
う
な
史
観
は
、
明
史
の
綱
纂
を
主
幹

し
た
、
弟
子
万
斯
同
等
に
よ
っ
て
、
正
史
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
附
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

注
一
結
埼
亭
集
巻
十
一
、
梨
洲
先
生
神
道
碑
文

注
二
南
雷
文
約
巻
二
、
桐
城
方
烈
婦
墓
誌

注
一
二
汰
存
録
題
辞

注
四
南
雷
余
集
松
槃
姜
公
華
誌
銘

注

五

南

雷

余

集

陳

斎

莫

伝

注
六
南
雷
文
定
四
集
巻
一

-

1

都
督
袈
君
塞
誌
銘

注
七
南
雷
文
定
前
集
凡
例
四
則

注
八
南
雷
文
定
四
集
陸
石
深
先
生
文
集
序

明
の
中
葉
以
後
、
講
学
の
風
大
い
に
開
け
、
読
書
人
階
級
の
み
な

ら
ず
、
学
問
へ
の
情
熱
は
、
市
民
農
民
の
間
に
も
広
く
浸
透
し
て
行

っ
た
。殊

に
陽
明
学
の
一
側
面
で
あ
る
、
実
践
を
重
ん
ず
る
行
動
主
義

は
、
そ
の
啓
蒙
の
対
象
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
旨
を
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広
範
囲
に
伝
播
さ
せ
て
い
っ
た
。

宗
義
は
、
明
儒
学
案
に
於
い
て
、

「
農
工
商
賣
、
之
に
従
い
て
遊
ぶ
者
千
余
、
秋
に
農
隙
と
成
ら
ば
、

則
ち
徒
を
緊
め
て
講
学
す
、
一
村
既
に
畢
れ
ば
、
又
た
一
村
に
之

く
、
前
歌
後
答
、
絃
歌
の
歌
、
洋
洋
然
た
り
。
」
（
注
一
）

と
、
そ
の
盛
況
を
写
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
学
問
の
一
般
化
は

他
方
、
学
問
自
体
を
、
低
俗
化
安
易
化
さ
せ
る
弊
害
を
も
、
必
然
的

に
伴
っ
た
。
陽
明
学
の
末
流
は
多
く
禅
に
流
れ
、
徒
ら
に
空
理
空
論

に
耽
っ
て
、
修
身
と
読
書
思
索
に
対
す
る
努
力
を
放
却
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
、
我
々
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

明
末
に
至
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
に
対
す
る
批
判
と
共
に
、
イ

ズ
ム
に
拘
束
さ
れ
ぬ
自
由
な
立
場
よ
り
、
学
問
を
再
構
成
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
、
漸
く
顕
著
に
な
り
始
め
た
。
東
林
と
復
社
は
、
そ
の

標
榜
す
る
所
は
異
る
が
、
こ
の
動
向
の
所
産
で
あ
る
こ
と
に
ほ
間
違

い
な
い
。

最
初
は
、
名
利
に
拘
わ
ら
ず
、
聖
賢
の
学
を
修
め
、
互
に
切
磋
し

て
人
格
を
高
め
あ
う
、
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
た
多
く
の
講
社
も
、

国
力
の
衰
退
と
共
に
現
れ
て
き
た
、
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
矛
盾
に
、
全

く
目
を
閉
ぢ
た
ま
ま
、
自
己
の
世
界
に
没
入
し
て
い
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
っ
た
。

講
学
と
い
う
の
は
、
元
来
、
在
野
の
自
由
な
学
問
研
究
グ
ル
ー
プ

の
活
動
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
時
代
の
要
求
に
従
っ
て

い
つ
し
か
、
科
挙
の
た
め
の
予
備
校
的
な
役
割
り
を
果
す
も
の
へ
と

変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
毅
が
少
時
加
わ
っ
た
復
社
は
、
の
ち
各
地
の
結
社
を
糾
合
し

て
、
江
南
の
学
術
詩
文
の
大
勢
力
に
発
展
し
た
が
、
そ
の
盟
主
張
簿

ま、、
h
u
・

「
世
教
の
衰
え
て
自
り
、
士
子
経
術
に
通
ぜ
ず
、
但
だ
剰
耳
絵
目
、

有
司
に
犬
獲
さ
る
る
を
幾
幸
す
、
明
堂
に
登
り
て
君
を
致
す
能
わ

ず
、
郡
邑
に
長
と
し
て
民
を
沢
す
る
を
知
ら
ず
、
人
オ
日
に
下
り
、

う
つ

吏
治
日
に
倫
る
、
皆
な
此
に
由
る
、
薄
、
徳
を
度
ら
ず
力
を
量
ら

ず
、
四
方
の
多
士
と
期
し
て
、
共
に
古
学
を
興
復
す
、
将
に
異
日

な
る
者
を
し
て
務
め
て
有
用
と
為
さ
し
め
ん
と
す
、
因
っ
て
名
づ

け
て
復
社
と
日
ぅ
。
」
（
注
二
）

と
復
社
紀
略
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
か
に
政
治
へ
参
加
す
る

た
め
の
、
実
用
の
学
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

科
挙
に
登
第
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
努
力
の
大
部
分
は
、
八
股
文

を
作
る
の
に
費
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
が
、
こ
の
定
式
に

規
せ
ら
れ
た
ス
タ
イ
ル
に
習
熟
す
る
た
め
に
、
明
の
中
葉
以
後
、
賂

し
い
数
の
虎
の
巻
が
出
版
さ
れ
た
し
、
又
著
名
な
詩
文
社
は
、
八
股

文
の
大
家
と
称
さ
れ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
が
常
で

あ
っ
た
。
明
末
に
於
け
る
復
社
は
、
そ
の
最
も
規
模
の
大
き
い
も
の

で
あ
っ
た
。

「
東
林
は
語
録
を
以
っ
て
し
、
復
社
は
八
股
を
以
っ
て
す
、
其
の

之
を
文
字
に
見
わ
す
は
異
な
る
と
雖
も
、
其
の
講
学
を
以
っ
て
政

に
干
す
る
に
意
有
る
は
、
則
ち
一
な
り
。
」
（
注
三
）

と
、
講
学
の
内
容
が
、
復
社
に
あ
っ
て
は
、
主
と
し
て
八
股
文
で
あ

り
、
東
林
復
社
共
に
、
学
問
が
政
治
へ
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
、
銭
穆
は
右
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

結
局
、
国
惰
の
不
安
が
、
知
識
人
階
級
を
、
積
極
的
に
政
治
に
参
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加
さ
せ
る
気
運
を
齋
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
科
挙
の
制
度
が
、
煩
瑣
な

形
式
主
義
に
災
い
さ
れ
て
、
有
為
の
人
材
を
獲
得
す
る
に
適
当
な
手

段
を
見
出
し
得
ぬ
ま
ま
の
、
矛
盾
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
試
験
制
度
に
対
す
る
批
判
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ

れ
に
失
敗
し
た
明
の
遺
老
た
ち
に
よ
っ
て
、
最
も
痛
烈
に
な
さ
れ
た
。

八
股
文
、
即
ち
時
文
に
熟
達
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
優
先
す
る

と
い
う
制
約
下
に
あ
っ
て
は
、
重
厚
な
且
つ
根
底
あ
る
、
他
日
真
に

国
家
に
有
用
な
学
問
の
育
成
は
、
殆
ん
ど
期
待
し
得
な
い
。

「
今
の
時
文
を
為
る
者
、
其
の
速
成
を
望
ま
ざ
る
は
無
し
、
其
れ

肯
て
時
日
を
載
籍
に
任
費
せ
ん
や
。
」
（
注
四
）

と
、
宗
義
が
歎
息
す
る
よ
う
な
、
学
問
の
公
式
化
、
軽
速
化
が
、
そ

れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
。

こ
の
弊
害
が
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
か
に
つ
い
て
、

彼
は
詳
説
す
る
。

「
挙
業
盛
ん
に
し
て
聖
学
亡
ぶ
、
挙
業
の
士
、
亦
た
其
の
聖
学
に

非
ざ
る
を
知
る
な
り
、
第
に
仕
宦
の
途
た
る
を
以
て
跡
を
寄
す
の

み
。
而
し
て
世
の
庸
妄
な
る
者
、
遂
に
其
の
成
説
を
執
り
、
以
っ

て
古
今
の
学
術
を
裁
量
す
、
一
語
の
之
と
相
い
合
わ
ざ
る
者
有
れ

ば
、
愕
胎
し
視
て
曰
く
、
此
れ
離
経
な
り
、
此
れ
背
訓
な
り
と
、

是
に
於
い
て
六
経
の
伝
註
、
歴
代
の
治
乱
、
人
物
の
蔵
否
、
各
お

の
一
定
の
説
有
ら
ざ
る
は
莫
し
、
此
の
一
定
の
説
な
る
者
は
、
皆

な
膚
論
替
言
、
未
だ
嘗
っ
て
深
く
其
の
故
を
求
め
、
証
を
心
に
取

る
あ
ら
ざ
る
な
り
、
其
の
書
数
巻
に
し
て
尽
す
べ
し
、
其
の
学
終

朝
に
し
て
畢
る
べ
し
。
」
（
注
五
）

明
一
代
を
通
じ
て
、
思
索
的
な
、
体
系
あ
る
学
問
が
発
達
し
な
か
っ

た
最
大
の
原
因
は
、
彼
が
処
処
に
指
摘
す
る
如
く
、
三
百
年
間
、
人

士
の
精
力
が
尽
く
場
屋
、
す
な
わ
ち
試
験
場
に
傾
注
さ
れ
た
、
と
い

う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
の
科
挙
に
対
す
る
憎
悪
が
、
如
何
に
深

刻
で
あ
っ
た
か
は
、
次
に
列
挙
す
る
弾
劾
に
よ
っ
て
知
れ
よ
う
。

「
科
挙
の
学
盛
ん
な
る
自
り
、
世
復
た
書
有
る
を
知
ら
ず
。
」

（
注
六
）

「
科
挙
の
学
盛
ん
な
る
自
り
、
史
学
遂
に
廃
せ
り
。
」
（
注
七
）

「
制
科
盛
ん
に
し
て
、
人
オ
細
け
ら
る
。
」
（
注
八
）

「
今
日
科
挙
の
法
、
天
下
の
人
オ
を
破
壊
す
る
所
以
な
り
。
」

（
注
九
）

「
科
挙
の
学
興
り
て
自
り
、
師
道
亡
び
ぬ
。
」
（
注
十
）

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
堕
落
の
根
源
が
、
こ
の
制
度
悪
に

内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
彼
は
断
ず
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

隋
以
来
、
科
挙
は
殆
ん
ど
一
貫
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
に
も
拘
ら

ず
、
何
故
明
に
至
っ
て
、
殊
に
明
末
に
於
い
て
、
そ
の
弊
が
か
く
も

甚
し
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
義
は
、
待
訪
録
に
、
取
士
を
論
じ
て
云
う
。

「
古
の
士
を
取
る
や
寛
、
其
の
士
を
用
う
る
や
厳
、
今
の
士
を
取

る
や
厳
、
其
の
士
を
用
う
る
や
寛
、
・
・
・
・
取
る
に
厳
な
れ
ば
、
則

ち
豪
傑
の
丘
堅
に
老
死
す
る
者
多
し
、
用
う
る
に
寛
な
れ
ば
、
此

れ
位
に
在
る
者
、
多
く
其
の
人
を
得
ざ
る
也
。
」
（
注
十
一
）

そ
の
病
根
を
、
厳
於
取
、
寛
於
用
の
二
事
に
要
約
し
た
の
ち
、
又
、

「
唐
宋
は
其
の
科
目
た
る
や
一
な
ら
ず
、
士
此
に
与
る
を
得
ざ
れ

ば
、
尚
お
転
じ
て
彼
に
従
事
す
べ
し
。
」
（
注
十
二
）

と
、
官
吏
と
な
る
の
に
、
他
の
便
法
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
、
明
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代
の
進
士
一
本
の
選
別
法
と
八
股
文
の
偏
重
を
難
じ
、
そ
の
匡
正
策

に
つ
い
て
、
各
時
代
の
利
弊
を
参
藪
し
て
、
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。

「
若
し
経
義
を
罷
め
ば
、
遂
に
恐
ら
く
は
棄
経
不
学
の
士
有
ら

ん
、
而
し
て
先
王
の
道
、
益
ま
す
視
て
迂
闊
無
用
の
具
と
為
さ
ん
、

余
謂
え
ら
く
、
当
に
墨
義
の
古
法
を
復
す
べ
し
と
、
経
義
を
為
す

も
の
を
し
て
、
注
疏
大
全
漢
宋
諸
儒
の
説
を
全
写
せ
し
め
、
一
―

前
に
条
具
し
、
而
し
て
後
之
に
申
ぬ
る
に
己
の
意
を
以
て
せ
し
め

ば
、
亦
た
必
ず
し
も
一
先
生
の
言
を
墨
守
せ
ざ
ら
ん
、
前
に
由
れ

ば
則
ち
空
疎
な
る
者
細
け
ら
れ
、
後
に
由
れ
ば
則
ち
愚
蔽
な
る
者

紬
け
ら
れ
ん
、
亦
た
浮
薄
を
変
ず
る
の
一
術
也
。
」
（
注
十
三
）

交
南
英
に
、
応
試
文
自
叙
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
七
試
七
挫
し
た
自

身
の
経
験
を
、
傷
ま
し
く
書
き
綴
っ
た
後
に
、

「
挙
業
を
棄
て
て
事
と
せ
ず
、
門
を
杜
ぢ
て
読
書
し
、
古
今
の
治

乱
興
衰
を
考
え
て
、
以
っ
て
自
づ
か
ら
を
世
に
見
さ
ん
と
欲
す
る

も
、
而
も
逸
民
と
為
っ
て
以
っ
て
老
を
終
う
る
能
わ
ざ
る
を
念

う
。
」
（
注
十
四
）

と
、
そ
の
ヂ
レ
ン
マ
を
歎
い
て
い
る
が
、
当
時
の
読
書
人
階
級
に
と

っ
て
は
、
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
が
、
そ
の
目
標
の
す
べ
て
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
生
き
方
は
、
敗
残
者
の
或
る
暗
い
蒻
を
も
つ
も
の
で
し

か
な
か
っ
た
、
故
に
不
遇
の
士
は
、
一
生
こ
の
制
度
を
呪
咀
し
つ
つ

も
、
受
験
を
放
棄
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
生
涯
を
、
処
士
乃
至
は
諸
生
で
終
っ
た
人
た
ち
の

中
に
も
、
傑
出
し
た
多
く
の
才
能
を
見
出
し
得
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

江
南
に
於
い
て
は
、
明
の
中
葉
以
後
、
出
仕
せ
ず
に
、
学
問
や
文
芸

に
自
己
を
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
、
沈
周
ら
の
伝
統
が
根
づ
よ

く
存
在
し
て
い
た
、
文
徴
明
や
陳
継
儒
は
、
野
に
在
っ
て
声
名
一
時

を
圧
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
現
状
是
認

の
上
に
立
っ
て
、
自
己
を
自
己
の
世
界
に
閉
ぢ
こ
め
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
外
部
矛
盾
を
、
積
極
的
に
打
破
し
よ
う
と
は

試
み
な
か
っ
た
。
‘

ま
た
、
志
を
得
な
い
ま
ま
に
、
江
湖
に
流
浪
し
て
い
る
よ
う
な
人

た
ち
の
多
く
は
、
徒
ら
に
大
声
放
語
し
て
、
世
を
非
と
す
る
ば
か
り

で
、
彼
等
を
窮
迫
せ
し
め
て
い
る
、
堕
落
や
虚
偽
や
腐
敗
を
救
正
す

る
た
め
の
、
プ
ラ
ス
の
力
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

宗
毅
は
、
明
末
人
士
の
風
気
の
一
っ
と
し
て
、
「
罵
」
を
挙
げ
る
。

「
昔
の
学
者
は
道
を
学
ぶ
者
な
り
、
今
の
学
者
は
罵
を
学
ぶ
者
な

り
、
気
節
を
務
る
者
は
則
ち
罵
り
て
標
榜
を
為
し
、
経
世
を
志
す

者
は
則
ち
罵
り
て
功
利
を
為
し
、
書
を
読
み
文
を
作
る
者
は
則
ち

罵
り
て
玩
物
喪
志
を
為
す
、
心
を
政
治
に
留
む
る
者
は
則
ち
罵
り

を
俗
吏
と
為
る
。
」
（
注
十
五
）

こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
た
だ
混
乱
を
増
大
し
、
不

毛
を
助
長
す
る
ば
か
り
で
、
建
設
的
な
行
為
に
と
っ
て
は
、
反
っ
て

有
害
で
さ
え
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
。

宗
義
が
待
訪
録
に
誌
し
た
二
十
章
の
論
策
は
、
如
何
に
改
革
す
べ

き
か
、
と
い
う
結
論
を
提
示
す
る
過
程
に
於
い
て
、
痛
烈
に
現
状
を

指
弾
し
、
且
つ
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
否
定
と
は
、

質
的
に
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

宗
義
は
、
革
命
の
余
波
も
漸
く
静
ま
っ
た
頃
、
同
志
を
糾
合
し
、

そ
の
師
劉
宗
周
の
遺
志
を
継
い
で
、
越
中
に
証
人
書
院
を
起
し
、
後

進
の
誘
液
に
任
じ
た
。
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「
明
の
中
葉
以
後
よ
り
、
講
学
の
風
已
に
極
敵
と
為
る
、
性
命
を

高
談
し
、
直
ち
に
禅
障
に
入
り
、
書
を
束
ね
て
観
ず
、
其
の
梢
や

平
な
る
者
は
則
ち
学
究
と
為
る
も
、
皆
な
無
根
の
徒
の
み
、
先
生

始
め
て
謂
う
、
学
は
必
ず
経
術
に
源
本
し
、
而
る
後
に
諮
虚
を
為

さ
ず
、
必
ず
史
籍
に
証
明
し
、
而
る
後
に
以
て
務
に
応
ず
る
に
足

る
、
元
元
本
本
、
拠
る
可
く
依
る
可
し
と
、
此
よ
り
前
の
講
堂
の

錮
疾
、
之
が
為
に
一
変
す
。
」
（
注
十
六
）

と
、
全
祖
望
が
こ
の
間
の
事
情
を
要
約
し
て
い
る
が
、
彼
の
努
力
は
、

空
疏
虚
妄
の
旧
習
を
一
洗
し
て
、
博
綜
を
務
め
、
実
証
を
尚
ぶ
新
し

い
時
代
の
学
風
を
、
浙
東
に
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
講
学
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
甚
だ
複
雑
で
あ
る
、
壮
年

の
頃
、
武
林
に
、
江
浩
、
張
岐
然
等
と
読
書
社
を
起
し
、
共
に
勉
学

に
励
ん
だ
こ
と
は
、
快
よ
い
追
憶
と
し
て
、
展
し
ば
彼
の
文
中
に
現

れ
る
。「

予
束
髪
出
で
て
遊
び
、
即
ち
厳
印
持
、
聞
子
将
と
交
わ
る
、
其

の
時
、
読
書
社
は
号
し
て
清
流
と
為
す
、
多
く
能
＜
詩
古
文
を
為

る
者
有
り
、
桑
海
以
来
、
此
の
風
懃
然
た
り
。
」
（
注
十
七
）

こ
れ
に
反
し
て
、
彼
が
姜
希
轍
等
と
共
に
、
先
師
劉
宗
周
の
遺
志
を

継
い
で
立
て
た
証
人
書
院
に
つ
い
て
は
、
言
及
す
る
こ
と
極
め
て
稀

で
、
故
意
に
語
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
（
注

十
八
）「

今
、
夫
の
世
の
講
学
す
る
者
、
訓
故
の
習
を
墨
守
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、
則
ち
性
命
の
理
を
高
談
す
。
」
（
注
十
九
）

こ
れ
は
、
当
時
の
講
学
が
、
と
も
す
れ
ば
安
易
な
方
法
に
よ
る
、
低

俗
な
学
問
に
終
始
し
て
い
た
事
実
を
難
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り

具
体
的
に
は
、
こ
の
講
学
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
中
に
伏
在
し
て

い
る
、
教
師
の
側
に
見
ら
れ
る
卑
屈
固
晒
な
職
業
意
識
、
門
生
の
側

に
認
め
ら
れ
る
軽
薄
な
功
利
主
義
を
、
彼
は
許
容
で
き
な
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
講
学
に
対
し
て
、
彼
は
侮
蔑
よ
り
も
、
憎
悪
に
近
い
感

情
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
文
集
の
処
処
に
散
見
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
晩
年
に
な
っ
て
、
之
に
従
事
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

i

「
余
賦
性
偏
弱
、
迫
る
に
飢
寒
変
故
を
以
て
す
、
遂
に
其
の
槃
鹿

の
一
往
を
得
ず
、
屈
曲
し
て
俗
に
従
う
、
姑
ら
く
は
且
つ
免
れ

ず
。
」
（
注
二
十
）

と
弁
明
し
て
い
る
。
叉
、

「
其
の
後
海
上
傾
覆
し
、
先
生
復
た
望
み
無
し
、
乃
ち
太
夫
人
を

奉
じ
て
里
門
に
返
り
、
力
を
著
述
に
畢
す
、
而
し
て
四
方
業
を
請

う
の
士
漸
く
至
る
、
已
に
し
て
鄭
に
之
き
海
寧
に
之
く
、
巡
撫
張

公
以
下
、
皆
な
開
講
を
請
う
、
先
生
已
む
を
得
ず
之
に
応
ず
。
」

（
注
二
十
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
外
部
の
情
勢
や
、
生
活
の
た
め
、
已
む
を
得
な
か

っ
た
点
も
あ
ろ
う
が
、
自
己
の
抱
負
と
の
矛
盾
に
、
彼
は
心
中
常
に

苦
い
反
省
を
噛
ん
で
い
た
に
相
違
な
い
。

宗
義
は
、
師
劉
宗
周
の
慎
独
の
哲
理
を
反
彿
す
る
ご
と
に
、
そ
の

憂
悩
を
加
重
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

「
当
今
の
世
、
君
子
の
為
す
可
か
ら
ざ
る
者
二
有
り
、
講
学
な
り
、

詩
章
な
り
。
」
（
注
二
十
二
）

と
い
う
告
白
は
、
彼
の
体
験
が
苦
渋
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
故
に
、

一
そ
う
切
実
な
悔
恨
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
彼
自
身
の
、
こ
の
気
の
す
す
ま
ぬ
努
力
は
、
皮
肉
に
も

つ
の
極
め
て
特
色
あ
る
学
風
を
浙
東
に
生
む
端
緒
と
な
っ
た
。

一
顧
炎
武
、
王
夫
之
等
が
、
彼
ら
の
偉
大
さ
を
、
た
だ
少
数
の
友
人

た
ち
と
、
そ
の
著
書
に
の
み
洩
ら
し
た
ま
ま
に
、
殆
ん
ど
孤
立
し
て

終
っ
た
の
に
反
し
、
宗
義
の
講
学
の
成
果
は
、
有
力
な
エ
コ
ー
ル
を

浙
東
に
形
成
し
、
後
棋
に
多
大
の
影
署
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

「
黄
梨
洲
氏
浙
東
よ
り
出
で
、
顧
氏
と
並
峙
す
と
雖
も
、
上
王
劉

を
宗
と
し
、
下
二
万
を
開
く
、
之
を
顧
氏
に
較
ぶ
れ
ば
、
源
遠
く

流
長
し
。
」
（
注
二
十
三
）

と
、
章
学
誠
が
浙
西
の
学
と
の
比
較
に
於
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、

こ
の
事
実
を
簡
明
に
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
一
明
儒
学
案
巻
二
十
二
、
泰
州
学
案
、
王
東
崖
先
生
襄
附

注
二
復
社
紀
略

注
一
―
―
銭
穆
中
国
近
一

1

一
百
年
学
術
史
、
商
務
印
書
館
刊

p
.
7
8
 

注
四
南
雷
文
案
巻
二
、
、
李
呆
堂
文
紗
序

注
五
南
雷
文
案
巻
一
憚
仲
昇
文
集
序

注
六
南
雷
文
定
巻
一
伝
是
楼
蔵
香
記

注
七
南
雷
文
定
巻
四
補
歴
代
史
表
序

注
八
南
雷
文
定
後
集
巻
―
―
-
、
陳
菱
献
墓
誌
銘

注
九
南
雷
文
定
四
集
巻
三
蒋
万
為
募
誌
銘

注
十
南
雷
文
定
一

l

一
集
巻
二
広
師
説

注
十
一
明
夷
待
訪
録
取
士
下

注
十
二
明
夷
待
訪
録
取
士
下

注
十
一
―
―
明
夷
待
訪
録
取
士
上

注
十
四
天
傭
子
全
集
巻
二
前
歴
試
巻
自
叔

注
十
五
南
雷
文
案
巻
十
七
怪

『•

ノ‘

注
十
六
鮎
埼
亭
集
外
篇
巻
十
六
、
甫
上
証
人
書
院
記

注
十
七
南
雷
文
定
五
集
巻
一
、
趙
漁
玉
詩
紗
序

注
十
八
も
っ
と
も
、
証
人
書
院
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
展
し
ば
触
れ
る
。

例
え
ば
、
南
雷
文
定
三
巻
集
二
、
呉
仲
墓
誌
銘
等

注
十
九
南
雷
文
定
四
集
巻
三
、
西
山
許
先
生
幽
誌
銘

注
二
十
南
雷
文
案
巻
六
、
沢
望
黄
君
堀
誌

注
二
十
一
国
朝
先
正
事
略
巻
二
十
七

注
二
十
二
南
雷
文
宗
三
集
巻
一
、
天
狐
禅
師
詩
集
序

注
二
十
三
文
史
逝
義
内
篇
二
、
浙
東
学
術

宗
義
の
博
識
と
能
文
を
以
て
す
れ
ば
、
銭
謙
益
を
継
ぐ
大
家
と
し

て
、
従
来
の
文
学
史
に
、
或
る
位
置
を
要
求
し
得
た
で
あ
ろ
う
、
と

想
像
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
同
時
代
の
文
士

た
ち
と
同
じ
範
疇
に
於
い
て
、
傑
出
し
た
存
在
で
あ
る
、
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。

経
学
は
功
名
の
手
段
に
供
せ
ら
れ
、
詩
文
は
応
酬
の
具
に
堕
し

て
、
こ
れ
ら
が
、
人
間
を
陶
冶
し
、
社
会
を
秩
序
づ
け
る
と
い
う
、

本
来
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
明
は
亡
ん
だ
。

宗
義
を
始
め
、
明
の
遺
老
た
ち
が
、
社
稜
覆
滅
の
原
因
を
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
誤
っ
た
方
向
へ
の
注
入
に
見
出
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を

匡
救
せ
ず
に
、
自
ら
を
そ
の
中
に
惑
溺
さ
せ
て
お
く
、
と
い
う
こ
と

が
あ
り
得
よ
う
か
0

.

詩
文
が
、
単
な
る
自
己
表
現
の
手
段
で
あ
り
、
慰
藉
や
誇
示
や
陶

酔
に
、
そ
の
目
的
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
必
然
的
に
世
紀
末
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の
頭
廃
と
紛
擾
へ
と
転
落
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
宗
義
は
こ
れ
を
確

認
し
、
そ
し
て
証
言
し
た
。

「
文
の
天
地
の
間
に
絶
つ
可
か
ら
ざ
る
者
、
日
く
、
道
を
明
か
に

す
る
な
り
、
政
事
を
紀
す
る
な
り
、
民
隠
を
察
ず
る
な
り
、
人
の

善
を
道
う
を
楽
し
む
な
り
、
此
の
若
き
者
は
天
下
に
益
あ
り
、
将

来
に
益
あ
り
、
多
き
こ
と
一
篇
な
れ
ば
、
多
き
こ
と
一
篇
の
益
な

り
、
若
し
夫
れ
怪
力
乱
神
の
事
、
無
稽
の
言
、
動
襲
の
説
、
映
倭

の
文
、
此
の
若
き
者
は
已
に
損
あ
り
、
人
に
益
無
し
、
多
き
こ
と

一
篇
な
れ
ば
、
多
き
こ
と
一
篇
の
損
な
り
。
」
（
注
一
）

と
、
顧
炎
武
も
証
言
し
た
。
こ
う
し
た
証
言
が
、
遺
老
た
ち
に
よ
っ

て
無
数
に
重
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
執
拗
な
訊
問
と
痛
烈
な
糾
弾
の

後
に
、
所
謂
文
学
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

文
は
以
て
道
を
載
す
、
と
い
う
意
識
を
、
常
に
脳
裏
に
刻
み
な
が

ら
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
事
象
を
、
正
統
的
な
シ
ス
テ
ム
に
嵌
め
こ
も
う

と
す
る
努
力
、
こ
れ
は
、
明
朝
一
＿
＿
百
年
の
太
平
に
馴
化
さ
れ
た
知
識

階
級
の
生
活
態
度
、
殊
に
王
世
貞
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文

注
人
生
活
を
、
峻
拒
す
る
こ
と
よ
り
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
亡
国

の
悲
哀
と
、
前
後
の
混
乱
期
の
惨
苦
と
を
、
身
を
以
て
経
験
し
た
、

清
初
の
遺
老
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
種
の
抵
抗
意
識
と
共
に
、
頑
強
に

推
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
等
の
道
徳
性
を
備
え
た
、
合
理
主
義
実
用
主
義
に

対
す
る
信
仰
を
厳
し
く
持
ち
続
け
、
文
学
に
於
い
て
も
、
そ
の
効
用

を
極
限
ま
で
追
求
し
て
い
っ
た
時
、
文
学
は
、
そ
こ
に
予
想
さ
れ
て

い
る
華
や
か
さ
を
失
っ
て
、
影
の
部
分
に
追
い
や
ら
れ
、
代
っ
て
、

冷
た
＜
鎧
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
学
問
が
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

清
朝
の
詩
文
は
、
こ
の
よ
う
な
顧
・
黄
の
主
張
を
継
が
ず
、
考
証

学
と
は
全
く
異
っ
た
土
嬢
に
育
っ
た
神
韻
説
に
よ
っ
て
、
た
め
ら
い

勝
ち
な
そ
の
花
を
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が

結
局
は
、
銭
謙
益
の
議
論
を
媒
介
と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、

次
の
機
会
に
述
べ
よ
う
。

日
知
録
巻
十
九
、
文
須
有
益
於
天
下
。
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